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規 則 

 

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

滋賀県規則第３号 

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則の一部を改正する

規則 

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則（平成18年滋賀県規則

第98号）の一部を次のように改正する。 

第３条を削る。 

第４条中「別記様式第７号」を「別記様式第６号」に改め、同条第１号中「第２条第１号」を「第２条第２項第１

号」に改め、同条を第３条とする。 

第５条中「別記様式第８号」を「別記様式第７号」に改め、同条を第４条とする。 

第６条中「別記様式第９号」を「別記様式第８号」に、「第４条各号」を「第３条各号」に改め、同条を第５条とす

る。 

第７条第１項中「別記様式第10号」を「別記様式第９号」に改め、同条第３項中「第４条第５号」を「第３条第５

号」に、「別記様式第11号」を「別記様式第10号」に改め、同条を第６条とする。 

第８条第１項中「別記様式第12号」を「別記様式第11号」に改め、同項第１号中「第４条第２号」を「第３条第２

号」に改め、同条第２項中「第５条」を「第４条」に、「第６条」を「第５条」に改め、同条を第７条とする。 

第９条第１項中「別記様式第13号」を「別記様式第12号」に改め、同条を第８条とし、第10条を第９条とし、第11条

から第13条までを１条ずつ繰り上げる。 

別記様式第２号から別記様式第５号までの様式中「第４条、第６条、第８条」を「第３条、第５条、第７条」に改

める。 

別記様式第６号を削る。 
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別記様式第７号中「第４条」を「第３条」に改め、同様式を別記様式第６号とする。 

別記様式第８号中「第５条」を「第４条」に改め、同様式を別記様式第７号とする。 

別記様式第９号中「第６条」を「第５条」に改め、同様式を別記様式第８号とする。 

別記様式第10号中「第７条」を「第６条」に改め、同様式を別記様式第９号とする。 

別記様式第11号中「第７条」を「第６条」に改め、同様式を別記様式第10号とする。 

別記様式第12号中「第８条」を「第７条」に改め、同様式を別記様式第11号とする。 

別記様式第13号中「第９条」を「第８条」に改め、同様式（裏）注２中「第４条」を「第３条」に改め、同様式を

別記様式第12号とする。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。 

 

告 示 

 

滋賀県告示第４号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定に基づき、平成27年度地籍調査事業計画を次のとおり

変更した。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

調査を行う者

の 名 称 
調    査    地    域 調 査 期 間 

大津市 大津市長等の一部 
平成27.４.１から 

平成28.３.31まで 

彦根市 彦根市新海町の一部 
平成27.４.１から 

平成28.３.31まで 

草津市 草津市草津の一部 
平成27.４.１から 

平成28.３.31まで 

守山市 守山市勝部の一部 
平成27.４.１から 

平成28.３.31まで 

長浜市 
長浜市木尾、下山田、相撲庭、高月町布施および西浅井町八田部 

西の各一部 

平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

近江八幡市 
近江八幡市仲屋町上、仲屋町中、仲屋町元、為心町上、為心町中、 

為心町元、長光寺町および友定町の各一部 

平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

甲賀市 甲賀市水口町水口の一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

野洲市 野洲市入町および妙光寺の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

高島市 高島市新旭町饗庭の一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

東近江市 東近江市池之尻、小川、伊庭および五個荘新堂の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

米原市 米原市伊吹、宇賀野および顔戸の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

日野町 日野町大字奥之池の一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

竜王町 竜王町大字山之上の一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 
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愛荘町 

愛荘町沓掛および竹原の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

愛荘町深草および元持の各一部 
平成27.11.16から 

平成28.３.31まで 

豊郷町 豊郷町雨降野および四十九院の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

甲良町 甲良町大字長寺、大字在士および大字法養寺の各一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

多賀町 多賀町大字水谷の一部 
平成27.４.13から 

平成28.３.31まで 

 

滋賀県告示第５号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者および同法第53条第１項の指定介護予

防サービス事業者として、次の者を指定した。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事業所 

の名称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 
指定年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

ひかり訪問 

介護事業所 

野洲市西河 

原2309番地 

ハイツイー 

グル101号 

株式会社マツミ 

代表取締役 松尾 

健司 

野洲市西河原 

2309番地 ハ 

イツイーグル 

101号 

訪問介護 

介護予防訪 

問介護 

平成28.１.１ 2571300603 

 

公 告 

 

特定非営利活動法人設立認証申請公告 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の

申請があったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり公告する。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 申請のあった年月日 平成27年12月18日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等 

  特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人クラブネクスト 

  特定非営利活動法人の代表者の氏名 細川健司 

  特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地 彦根市千尋町37番地 

  特定非営利活動法人の定款に記載された目的 この法人は、地域の青少年に対して、スポーツ振興に関する事業

を行い、青少年の健全育成や学校の部活動の外部支援を行い技術向上と健全な精神の育成に寄与することを目的と

する。 

３ 関係書類の縦覧場所 滋賀県総合政策部県民活動生活課 大津市京町四丁目１番１号 

４ 関係書類の縦覧期間および時間 平成27年12月18日から平成28年２月18日までの縦覧場所における執務時間内 

 

大津市環境美化センター改築事業に係る環境影響評価準備書に対する知事の意見の公告 

大津市長 越 直美から送付のあった大津市環境美化センター改築事業に係る環境影響評価準備書について、滋賀

県環境影響評価条例（平成10年滋賀県条例第40号）第18条第１項の規定に基づき、事業者に対して環境の保全の見地

からの意見を平成27年12月18日に述べたので、同条第４項において読み替えて準用する同条例第９条第６項の規定に

より公告する。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 
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本事業に係る環境影響評価準備書に対する環境の保全の見地からの意見については、次のとおりである。 

（全般） 

１ 図書の作成に当たっては、資料の欠落および字句の不整合のないよう十分に精査するとともに、住民が読むこと

を前提とした分かりやすい表現を用い、専門的用語等は注釈を加える等住民の理解が容易となるようにすること。 

２ 既存資料の利用に当たっては、可能な限り最新のデータを用いること。 

（大気質） 

３ リサイクル施設からの粉じんの影響について、類似施設のデータを用いて予測を行うこと。 

４ 建設機械の稼働に伴う粉じん等について、更に環境影響を低減するための環境保全措置を検討すること。 

５ 大気質の予測において、拡散計算の方法および野外トレーサー実験の扱いについて不適切な箇所があるので、再

検討をすること。 

６ 施設の供用に伴う大気質への影響の予測結果について、最大着地濃度地点が計画地の西南西側になることの理由

の考察を具体的に記載すること。また、施設からの排出ガスの予測においては、将来濃度に対する寄与濃度の割合

について記述し、評価を行うこと。 

（騒音） 

７ 供用時の関係車両による騒音の影響を明らかにした上で、評価を行うこと。 

（水質） 

８ 水質の予測における降雨条件として３mm/h と設定した根拠を、住民に分かりやすく記述すること。また、解体工

事時および工事中に発生する濁水の影響の予測および評価については、近年の降雨状況を考慮し、降雨強度が強い

場合においても濁水が適正に沈砂池に集水できるよう対策を実施すること。あわせて、適切に影響の低減が図られ

るよう具体的な環境保全措置を明らかにすること。 

（動植物） 

９ 重要な陸生植物（コヒノハハナヤスリ）に対する保全措置について、具体的に記載すること。 

10 重要な動植物に対する事後調査の実施の有無およびその理由を明らかにすること。 

（景観） 

11 大津市の景観担当部局と連携する等環境保全措置を講じたことが工事前に検証できるようにすること。 

12 重要眺望点である瀬田湖岸緑地における景観の変化について、予測および評価を行うこと。 

（温室効果ガス） 

13 温室効果ガスの削減量の予測が過大とならないよう留意すること。 

（文化財） 

14 文化財関係の分類を文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定に基づく文化財体系に合わせて修正すること。 

 

大規模小売店舗の新設の届出の公告 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗を新設する旨の届出

があったので公告する。 

平成28年１月６日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 大規模小売店舗の名称および所在地 （仮称）ラ・ムー守山店 守山市播磨田町字蔵垣内1342番１の一部ほか７

筆 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、代表者の氏名 大黒天物産

株式会社 岡山県倉敷市堀南704番地の５ 代表取締役社長 大賀昭司 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、代表者の氏名  

大黒天物産株式会社 岡山県倉敷市堀南704番地の５ 代表取締役社長 大賀昭司 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 平成28年６月20日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 1,932平方メートル 

６ 駐車場の収容台数 79台 

７ 駐輪場の収容台数 56台 

８ 荷さばき施設の面積 53.0平方メートル 

９ 廃棄物等の保管施設の容量 12.1立方メートル 

10 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻 24時間 

11 来客が駐車場を利用することができる時間帯 24時間（一部22時から翌６時まで利用規制） 
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12 駐車場の自動車の出入口の数 ３か所 

13 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 ６時から22時まで 

14 届出年月日 平成27年12月17日 

15 届出書類の縦覧場所および縦覧期間  

(1) 縦覧場所 

滋賀県総合政策部県民活動生活課県民情報室 大津市京町四丁目１番１号 

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 大津市京町四丁目１番１号 

守山市都市活性化局商工観光課 守山市吉身二丁目５番22号 

(2) 縦覧期間 平成28年１月６日から平成28年５月６日まで 

16 意見書の提出期限および提出先  

(1) 提出期限 平成28年５月６日 

(2) 提出先 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 

 

健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県湖東健康福祉事務所告示第１号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として、次の者を指定した。 

平成28年１月６日 

 滋賀県湖東健康福祉事務所長 瀬 戸 昌 子 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
指定年月日 事業所番号 

田中ケアサ 

ービス株式 

会社彦根支 

援センター 

彦根市外町 

浄土129－２ 

田中ケアサ 

ービス株式 

会社 

長浜市木之本 

町木之本1768 
居宅介護 平成28.１.１ 2510200468 
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発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


